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総 務 環 境 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和３年３月１８日（木曜日）                 午前１０時 ３分 開議 

場 所  水戸市議会 第１・第２委員会室                午前１１時２１分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 議案第４号，議案第５号，議案第６号，議案第７号，議案第３２号（ただし，第１表中歳出中第３款，第

４款中文教福祉委員会所管分及び建設企業委員会所管分，第５款，第６款，第７款，第８款，第９款，第

１０款中文教福祉委員会所管分及び第１１款並びに第２表継続費並びに第３表債務負担行為中文教福祉委

員会所管分，産業消防委員会所管分及び建設企業委員会所管分を除く），議案第３８号，議案第４６号，

議案第４７号（ただし，第１表中歳出中第３款，第４款中文教福祉委員会所管分，第６款，第７款，第８

款，第９款及び第１０款並びに第２表継続費補正中第６款，第８款，第９款及び第１０款を除く），議案

第５２号 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 議案審査 

  ① 議案第 ４号 水戸市市税条例 

  ② 議案第 ５号 水戸市職員定数条例の一部を改正する条例 

  ③ 議案第 ６号 水戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ④ 議案第 ７号 水戸市手数料条例の一部を改正する条例 

  ⑤ 議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算（ただし，第１表中歳出中第３款，第４款中文教福

祉委員会所管分及び建設企業委員会所管分，第５款，第６款，第７款，第８款，第 

           ９款，第１０款中文教福祉委員会所管分及び第１１款並びに第２表継続費並びに第

３表債務負担行為中文教福祉委員会所管分，産業消防委員会所管分及び建設企業委

員会所管分を除く） 

  ⑥ 議案第３８号 令和３年度水戸市公共用地先行取得事業会計予算 

  ⑦ 議案第４６号 包括外部監査契約の締結について 

  ⑧ 議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）（ただし，第１表中歳出中第３款，

第４款中文教福祉委員会所管分，第６款，第７款，第８款，第９款及び第１０款並

びに第２表継続費補正中第６款，第８款，第９款及び第１０款を除く） 

  ⑨ 議案第５２号 令和２年度水戸市公共用地先行取得事業会計補正予算（第１号） 

２ 出席委員（７名） 

  委 員 長   小  泉  康  二  君   副 委 員 長   佐  藤  昭  雄  君 

  委   員   滑  川  友  理  君   委   員   田  中  真  己  君 

  委   員   高  倉  富 士 男  君   委   員   須  田  浩  和  君 
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  委   員   福  島  辰  三  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（なし） 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 田  尻     充  君   

市長公室長 小 田 木  健  治  君 秘 書 課 長 川  上     悟  君 

政策企画課長 宮  川  孝  光  君 交通政策課長 須  藤  文  彦  君 

情報政策課長 北  條  佳  孝  君 
みとの魅力 
発 信 課 長 

沼  田     誠  君 

総 務 部 長 園  部  孝  雄  君 
総務部参事兼 
人 事 課 長 

天  野  純  一  君 

総務法制課長 上 垣 外  泰  之  君 行政経営課長 熊  田  泰  瑞  君 

財産活用課長 谷  津  茂  男  君 市 民 課 長 高  安  正  紀  君 

財 務 部 長 白  田  敏  範  君 税務事務所長 小  川  喜  実  君 

財務部参事兼
財 政 課 長 

梅  澤  正  樹  君 契約検査課長 鈴  木  和  男  君 

市民税課長 安  里  裕  行  君 資産税課長 関  根     豊  君 

収 税 課 長 佐 々 木  信  也  君   

市民協働部長 川  上  幸  一  君 
市民協働部 
副 部 長 

小  嶋  い つ み  君 

市民協働部 
技 監 

太  田  達  彦  君 
市民協働部 
参 事 兼 
スポーツ課長 

柏     直  樹  君 

市民協働部 
技 監 兼 
体育施設整備 
課 長 

青  山  和  夫  君 市民生活課長 小  川  邦  明  君 

防災・危機 
管 理 課 長 

小  林  良  導  君 生活安全課長 村  沢  晶  弘  君 

文化交流課長 三  宅  陽  子  君 
新市民会館 
整 備 課 長 

篠  原  芳  之  君 

男 女 平 等 
参 画 課 長 

石  塚  美  也  君 
  

生活環境部長 佐  藤  則  行  君 環境保全課長 林     栄  一  君 

衛生事業課長 黒  澤  純 一 郎  君 ごみ減量課長 渡  邊  徳  子  君 

廃棄物対策 
課 長 

亀  井  俊  道  君 
新 ご み 処 理 
施設整備課長 

宮  田  正  一  君 

清掃事務所長 清  水  健  司  君   
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会計管理者兼 
会 計 課 長 

小 田 木  義  弘  君   

選挙管理委員会 
事 務 局 長 

外  岡  淳  一  君   

監 査 委 員 
事 務 局 長 

綿  引  信  明  君 
監 査 委 員 
事務局次長 

和  田     隆  君 

議会事務局長 小  嶋  正  徳  君 
議会事務局 
次 長 兼 
総 務 課 長 

関  谷     勇  君 

議 事 課 長 永  井  誠  一  君   

６ 事務局職員出席者 

議事課副参事 
兼課長補佐 

大  嶋     実  君 書 記 武  田  侑 未 子  君 
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午前１０時 ３分 開議 

○小泉委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから総務環境委員会を開会いたします。 

 この際，御報告します。本日，一般傍聴人１名がお見えになりますので，よろしくお願いいたします。 

〔傍聴人入室〕 

○小泉委員長 これより議事に入ります。 

 さきの本会議において当委員会に付託されました案件は，議場で配付されました議案審査分担表(1)のと

おり，議案第４号ほか８件であります。 

 それでは，審査の進め方についてお諮りいたします。委員会の審査日程が３日間となっておりますので，

本日はまず，執行部に提出議案の説明を求め，明日，質疑を行いまして，２２日月曜日に御意見を伺った後，

採決を行いたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 御異議なしと認め，そのように進めさせていただきます。 

 次に，お諮りいたします。この際，当委員会に付託となっております議案第４号ほか８件を一括議題とし

たいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 御異議なしと認め，一括議題といたします。 

 それでは，これより執行部から順次，提出議案の説明を願います。 

 なお，２月２４日の当委員会で請求いたしました資料につきまして，本日，執行部より提出を受けており

ますので，議案の説明とあわせて説明を願います。また，提出議案の説明につきましては，演台を使用して

行いたいと思いますので，御了承をお願いいたします。 

 初めに，議案第４号 水戸市市税条例について，執行部から説明を願います。 

 安里市民税課長。 

○安里市民税課長 議案書①，１７ページから９７ページ，市議会議案第４号 水戸市市税条例につきまし

て，財務部市民税課，資産税課及び収税課提出の資料により御説明いたします。 

 １の改正理由ですが，現行の市税条例について，地方税法等で規定しているものは，極力条例での規定を

省略しており，法及び条例をあわせて確認しなければ，課税内容が分からない複雑な形式となっております。 

 地方税に関する国の通知においては，条例の制定に当たっては，法律等が条例の定めによることとしてい

る事項及び地方公共団体に選択的判断を許容している事項のみならず，法律等で明確に規定され，各地方公

共団体に選択判断の余地がないものについても，必要なものにあっては法律等との重複をいとわず，総合的

に規定することが適当であるとされております。 

 そのため，現行の水戸市市税条例の構成を見直し，納税者にとってより理解しやすい総合的な規定とし，

税務行政のより一層の円滑な運営を図るため，条例を全部改正し，関係規定の整備を行うものです。 

 ２の主な改正内容ですが，(1)条文構成については，改正前が，本則９１条，附則６６項となっておりま

すが，改正後は，本則１７８条，附則４７条（全１３９項）となります。 
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 なお，これまで附則については，項で規定をしておりましたが，地方税法の改正に伴う項ずれが毎年生じ

ており，例えばわがまち特例などの規定といったある程度一くくりの内容を条に集約することで，附則の追

加等による条文の移動を最小限にしたいと考えております。 

 (2)規定内容ですが，現行条例の規定内容は，原則変えずに新条例に規定するとともに，地方税法に規定

されている課税標準，税率その他賦課徴収に関する内容を新条例にも規定するものです。 

 また，現行の規定内容のうち，一部文言の修正や内容の明確化などを図っております。 

 なお，今回の改正においては，税制改正等に伴う改正はございません。 

 具体的に，地方税法に規定されている内容を新条例に規定した主なものについて，御説明いたします。 

 まず，課税標準につきましては，第２７条第１項の法人税割の課税標準をはじめ，第８２条の固定資産税

の課税標準などを，税率につきましては，第６３条において分離課税に係る所得割の税率を，附則第３０条

から第４０条にかけては，上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得などに係る税率を，その他賦課徴収につ

いては第１６条に延滞金を，第６１条に法人の市民税に係る納期限延長の場合の延滞金など，地方税法に規

定されている内容を市条例に規定いたしました。 

 また，一部現行規定の明確化といたしまして，第６０条の市民税の減免については，申請書の記載事項を

規則に委任していたものを新条例に規定いたしました。 

 今回の改正により，本則の条数及び附則の全項数は約２倍に，これまで章で規定していたものをさらに各

税目ごとに節を設け，より理解しやすい総合的な規定に整備したものでございます。 

 ３，施行期日については，令和３年４月１日から公布するものです。 

 資料２ページ目には，参照条文として地方税法第３条を，参考として国からの，地方税法の施行に関する

通知の抜粋を記載しておりますので，御参照願います。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第５号 水戸市職員定数条例の一部を改正する条例について，執行部から説明を

願います。 

 熊田行政経営課長。 

○熊田行政経営課長 それでは，議案書①の９９ページをお願いいたします。 

 市議会議案第５号 水戸市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして，総務部行政経営課提出の参

考資料１により説明をさせていただきます。 

 １の改正理由でございますが，行政需要の動向等を勘案し，その適正な管理に努めることとして見直しを

行ってございます。令和３年度におきましては，４事務部局における定数の変更を行うため，関係規定の整

備を行うものでございます。 

 ２の改正内容でございますが，まず，表の見方でございますが，左端の列に，区分として条例で規定され

たそれぞれの区分を記載してございます。その右の列は，職員定数として現行と改正後の数字を並べて記載

してございます。右端の列は，増減の人数を記載してございます。 

 今回改正となる箇所でありますが，区分２行目の市長の事務部局の職員におきまして１,１７９人から

１,１７１人となり，８人の減，区分５行目の教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関
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の職員におきまして３４７人から３３５人となり，１２人の減，区分７行目の消防職員におきまして

３４２人から３４１人となり，１人の減，区分８行目の上下水道局の職員におきまして１７１人から

１８０人となり，９人の増，全体で２,０７７人から２,０６５人となり，１２人の減となってございます。 

 ３の施行期日でございますが，令和３年４月１日でございます。 

 ページを返していただきまして，２ページに新旧対照表を添付してございます。３ページから６ページま

での職員定数増減一覧につきましては，定数の変更がありました部署について，増減理由とともにまとめて

おり，７ページには平成２９年度から令和３年度までの定数増減の推移をまとめておりますので，後ほど御

参照願います。 

 また，市議会議案第５号参考資料２は，先日の総務環境委員会で御請求のありました令和元年度から令和

３年度までの職員定数の推移をお示しした資料となっております。 

 資料の４ページに総合計を記載してございます。全体の職員定数の推移といたしましては，令和元年度

２,０９０人，令和２年度２,０７７人，令和３年度２,０６５人となってございます。詳細は後ほど御参願

います。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第６号 水戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について，執行部

から説明を願います。 

 天野参事兼人事課長。 

○天野総務部参事兼人事課長 それでは，議案書①，１０１ページをお願いいたします。 

 水戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては，人事課提出資料により御説明を申

し上げます。 

 １の改正理由でございますが，地方公務員法に基づく人事評価結果の給与への反映実施に伴いまして，勤

勉手当の支給に係る規定の整備で行うものございます。 

 ２の主な改正内容につきましては，(1)といたしまして，第２１条におきまして，勤勉手当について，こ

れまで基準日以前６か月以内の期間における勤務成績に応じて支給する旨を規定していたものを，基準日以

前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給するよ

うに改正するものでございます。 

 (2)といたしまして，附則第３１項におきまして，勤勉手当の額の特例として，一律の割合を適用するこ

ととした規定の適用期間を，令和４年３月３１日までと改正するものでございます。 

 資料の裏面の参考資料を御覧ください。 

 人事評価結果の勤勉手当への活用の概要について，説明を申し上げます。 

 まず，１の勤勉手当への反映のイメージでございますが，現在の運用は人事評価の結果にかかわらず，一

律同じ成績区分，同じ成績率で支給しているところでございます。今回の制度改正に伴いまして，令和４年

度以降に支給いたします勤勉手当に関しまして，前年度の人事評価の結果に基づいて成績区分を決定し，そ

の成績区分に応じた成績率を支給してまいりたいと考えております。 

 ２の勤勉手当の反映時期につきましては，令和３年度より実施いたします人事評価の結果から，順次翌年
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度に支給する勤勉手当に反映する形で実施してまいりたいと考えております。 

 １ページにお戻りいただきまして，３の施行期日につきましては，２の(1)は令和４年４月１日とし，

２の(2)や軽微な文言の整備等につきましては，公布の日としてございます。 

 ３ページから５ページに新旧対照表を，７ページに参照条文をお示ししてございますので，御参照いただ

きたいと存じます。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第７号 水戸市手数料条例の一部を改正する条例について，執行部から説明を願

います。 

 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 それでは，議案書①，１０３ページをお開きください。 

 市議会議案第７号 水戸市手数料条例の一部を改正する条例につきまして，財政課提出資料により御説明

いたします。 

 初めに，１の改正理由でございます。３点ございますが，いずれも法令の改正に伴う規定の整備でござい

ます。具体的には，(1)は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律，い

わゆる個人番号法でございます。また，住民基本台帳法，この２つの法の改正でございます。 

 (2)は，食品衛生法等，(3)は，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等でございます。 

 ２の主な改正内容につきましては，(1)では，マイナンバーの通知カードが廃止されております。これに

伴う規定の整備と，住民基本台帳法に基づく事務に係る各種手数料について，根拠条項等の整備を行うもの

でございます。 

 (2)は，食品衛生法施行令第３５条各号に基づく営業に係る許可について，営業許可業種の名称変更など

がございます。これに伴う規定の整備を行うものでございます。 

 (3)は，建築物のエネルギー消費性能適合性判定申請手数料等について，対象床面積が引き下げられたこ

とに伴い，新たな区分を設けるとともにその金額を定めるものでございます。 

 ３の施行期日につきましては，(1)は，原則として公布の日としておりますが，法改正が施行されていな

いものについては，法の施行日としております。(2)は令和３年６月１日，(3)は令和３年４月１日でござい

ます。 

 資料の２ページ以降に新旧対照表及び関係法令の参照条文を記載しております。後ほど御参照お願いいた

します。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算（ただし，第１表中歳出中第３款，第

４款中文教福祉委員会所管分及び建設企業委員会所管分，第５款，第６款，第７款，第８款，第９款，第

１０款中文教福祉委員会所管分及び第１１款並びに第２表継続費並びに第３表債務負担行為中文教福祉委員

会所管分，産業消防委員会所管分及び建設企業委員会所管分を除く）について，順次，執行部から説明を願

います。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 それでは，議案書①，２０７ページをお開きください。 
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 市議会議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算について，御説明いたします。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,１８５億１,０００万円と定めるものでございます。 

 第２条で継続費，第３条で債務負担行為，第４条では地方債，そして第５条では一時借入金の最高額を

１５０億円と定めるものでございます。さらに，第６条では，項間で流用できる場合を給料などと定めるも

のであります。 

 ２０８ページをお願いします。 

 この２０８ページから２１２ページにかけての第１表歳入歳出予算に，各款項の予算額を記載しておりま

す。 

 内容につきましては，この後，各担当から，議案書②，令和３年度予算に関する説明書により御説明いた

します。 

○関谷議会事務局次長兼総務課長 議案書②，７２ページ，７３ページをお開き願います。 

 １款１項１目議会費につきましては，前年度に比べて２.６％の減となっております。主なものは，議員

及び議会事務局職員の給与関係経費，議会活動費，事務局経費でございます。 

○上垣外総務法制課長 続きまして，下段からの２款総務費，１項総務管理費のうち１目一般管理費につい

て御説明します。 

 前年度に比べ６,６５５万２,０００円，２.９％の増となっております。増額の要因は，退職手当をはじ

めとする職員給与費の増でございます。主な内容につきましては，人件費のほか文書法制，人事管理，契約

事務等に要する経費でございます。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ７６ページをお願いいたします。 

 ２目財政管理費につきましては，前年度比５.７％の増でございます。主な内容としましては，議案書や

予算書の印刷製本費及び３つの基金でございます。 

○小田木会計管理者兼会計課長 続きまして，３目会計管理費につきましては，前年度比２.１％の減でご

ざいます。主なものにつきましては，公金収納情報データ化委託，決算書の作成経費などでございます。 

○谷津財産活用課長 続きまして，７８ページをお願いいたします。 

 ４目財産管理費でございますが，前年度比１.７％の増でございます。主な内容でございますが，庁舎管

理費及び土地管理費，２７節の繰出金でございます。 

○宮川政策企画課長 ５目企画費について御説明いたします。 

 前年度より５１３万４,０００円の増額，率にいたしまして４８.８％の増となっております。主な内容と

しましては，企画調整事務費につきましては，市民１万人アンケートの実施，国・県予算の要望等に関する

経費でございます。総合戦略経費につきましては，まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理に要する経

費でございます。広域行政事務費につきましては，県央地域首長懇話会の開催等に係る経費でございます。 

○須藤交通政策課長 続きまして，８０，８１ページをお開きください。 

 ６目交通政策費の予算額は，前年度に対し９.７％の増額でございます。内容といたしましては，交通政

策経費として，自転車通行空間の整備，タクシーを活用した公共交通空白地区等における移動手段の確保な

どに係る経費を計上するものでございます。 
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○北條情報政策課長 続きまして，７目情報システム管理費につきましては２.７％の減となっております。

主な内容でございますが，各種システムの維持管理，情報セキュリティー対策，個人番号制度などに要する

経費でございます。 

○沼田みとの魅力発信課長 続きまして，８２ページ，８３ページを御覧ください。 

 ８目みとの魅力発信費でございます。前年度と比べまして４.４％の減となっております。主な内容でご

ざいますが，広報紙配布のほか移住の促進に係る特設ホームページの制作，公開となってございます。よろ

しくお願いいたします。 

○高安市民課長 続きまして，９目出張所費につきましては，前年度と比べ４.２％の増となっております。

主な内容といたしましては，赤塚・常澄・内原出張所の運営経費でございます。 

○小川市民生活課長 続きまして，８４，８５ページをお開き願います。 

 １０目市民活動費につきましては，前年度比４.１％の増となっております。主な内容といたしまして，

町内会，自治会などの地域コミュニティ活動の支援に要する経費や住みよいまちづくり推進協議会への補助

に要する経費，ＮＰＯやボランティア団体等との連携，協働の推進に要する経費でございます。 

 続きまして,１１目市民センター費につきましては，前年度比１７.５％の減となっております。主な内容

といたしまして，市民センターの職員等に関する経費，施設の運営や整備，千波市民センター移転改築事業

に要する経費でございます。 

 続きまして，８６，８７ページをお開き願います。 

 １２目消費生活対策費につきましては，前年度比１２.２％の増となっております。主な内容といたしま

して，消費生活の啓発に係る経費，消費生活センター業務の委託に要する経費でございます。 

○小林防災・危機管理課長 引き続き８６ページ，８７ページの最下段から次ページにかけて御覧いただき

ますようお願いいたします。 

 １３目防災対策費につきましては，前年度比２２.２％の減となっております。主な内容といたしまして

は，備蓄品の配備，各地区の自主防災組織への支援に係る経費，さらには防災訓練や携帯用無線機の更新等

に係る経費でございます。 

○村沢生活安全課長 続きまして，８８，８９ページをご覧願います。 

 １４目交通安全対策費につきましては，前年度比４.９％の増となっております。主な内容といたしまし

ては，交通安全対策に要する経費，市内６か所の自転車駐車場の指定管理及び放置自転車の撤去に要する経

費などでございます。 

 続きまして，９０，９１ページを御覧願います。 

 １５目生活安全費につきましては，前年度比３.４％の減となっております。主な内容といたしましては，

空家等対策に要する経費，自治会等が管理する防犯灯に関する補助金，水戸地区防犯協会への負担金などで

ございます。 

○三宅文化交流課長 続きまして，その下，１６目平和文化費につきましては，前年度比２.９％の減と

なっております。主な内容といたしましては，平和都市経費につきましては，平和大使の派遣，平和記念館

の維持管理などの平和事業に要する経費でございます。 
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 文化振興経費につきましては，水戸市芸術祭の開催やオセロ発祥の地としてのまちの魅力の発信などに要

する経費でございます。 

 続きまして，９２ページ，９３ページをお願いいたします。１７目芸術館費につきましては，水戸芸術館

の開館３０周年記念事業の終了などにより前年度比７.６％の減となっております。主な内容といたしまし

ては，水戸市芸術振興財団の運営や施設の維持管理等に要する経費でございます。 

 その下，１８目国際交流費につきましては，前年度比８.１％の減となっております。主な内容といたし

ましては，国際交流経費につきましては，水戸市国際交流協会の運営や施設の維持管理のほか，重慶市友好

交流都市締結２０周年事業の実施に要する経費でございます。また，国際交流事業基金費につきましては，

基金の利子を積み立てるものでございます。 

○篠原新市民会館整備課長 続きまして，９４，９５ページを御覧ください。 

 １９目市民会館費につきましては，予算額５５億２,１３０万円，前年度に比べて１,８３０万円の増でご

ざいます。主な内容といたしましては，新市民会館の保留床取得に係る経費,備品整備検討に係る経費，附

帯事務費でございます。 

○石塚男女平等参画課長 続きまして，２０目男女平等参画センター費につきましては，前年度比０.３％

の減となっております。主な内容につきましては，職員給与費，男女平等参画推進事業に要する経費でござ

います。 

○林環境保全課長 続きまして，９６，９７ページをお開き願います。 

 中段の２１目環境対策費につきましては，前年度比２６.８％の減でございます。主な内容といたしまし

ては，公害対策経費につきましては，悪臭や水質等の調査，大気汚染防止法等に基づく事業等に要する経費，

環境保全経費につきましては，住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助など，環境保全に要する経費

でございます。 

○安里市民税課長 続きまして，下段，２２目水戸黄門ふるさと寄附金費につきましては，前年度と比べ

１.７％，５０９万５,０００円減としております。主な内容といたしましては，水戸黄門ふるさと寄附金の

募集及び水戸黄門ふるさと基金の積立てに要する経費でございます。 

○上垣外総務法制課長 ９８，９９ページを御覧ください。 

 ２３目公平委員会費でございます。前年度に比べ３,０００円，１％の減となっております。内容は，公

平委員会の委員の報酬などでございます。 

 続きまして，２４目諸費でございます。前年度に比べ１万１,０００円，１.６％の減となっております。

内容は，自衛官の募集，国民保護協議会の運営，仮ナンバーの発行などに要する経費でございます。 

○安里市民税課長 続きまして，２款総務費，２項徴税費につきましては，税務事務所全体の予算でござい

ます。 

 １目税務総務費につきましては，前年度と比べ０.８％，６９４万３,０００円の減としております。主な

内容といたしましては，税務職員の給与等並びに会計年度任用職員の報酬等の人件費，固定資産税評価シス

テム業務及び地番・家屋現況図更新業務の委託料などでございます。 

 続きまして，１００，１０１ページをお開き願います。 
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 ２目賦課徴収費につきましては，税等返還金が減になると見込み，前年度と比べ６.７％，２,３３５万

７,０００円の減としております。主な内容といたしましては，納税通知書などの印刷費や郵送料，過年度

の税等返還金，システム管理業務委託料などでございます。 

○高安市民課長 続きまして，３項１目戸籍住民基本台帳費につきましては，前年度と比べ０.４％の増と

なっております。主な内容といたしましては，市民課職員の給与，各種証明書の発行及び旅券事務等に係る

経費でございます。 

○外岡選挙管理委員会事務局長 続きまして，１０２，１０３ページの下段を御覧願います。 

 ４項選挙費，１目選挙管理委員会費につきましては，前年度比２.３％の減でございます。主な内容とい

たしましては，職員の給与と委員の報酬等でございます。 

 ページを返していただきまして，１０４，１０５ページの２目選挙啓発費につきましては，前年度と同額

でございまして，若年層を対象とした常時啓発に要する経費でございます。３目諸選挙費につきましては，

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに茨城県知事選挙の執行に要する経費でございます。 

○北條情報政策課長 次に，１０６，１０７ページでございます。 

 ５項統計調査費，１目統計調査総務費でございますが，統計調査事務に要する職員給与費等でございまし

て，こちらは国勢調査の終了により４９.２％の減でございます。 

 続きまして，２目諸統計調査費，こちらにつきましては，各種統計調査に要する費用でございまして，

８８.３％，こちらも国勢調査の終了により大幅な減となってございます。 

○和田監査委員事務局次長 続きまして，１０８，１０９ページをお開き願います。 

 ６項監査委員費につきましては，前年度比７.８％の減でございます。主な内容は，監査委員及び事務局

職員の給与関係経費でございます。 

○黒澤衛生事業課長 続きまして，１３８，１３９ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費，２項墓園斎場費のうち，１目墓園埋葬費につきましては，前年度比１７.２％の増となって

おります。主な内容といたしましては，浜見台霊園の維持管理や，１４０ページ，１４１ページをお願いい

たします。土地拡張整備工事，側溝蓋の設置など墓地公園の運営に要する経費でございます。 

 次に，２目斎場費につきましては，前年度比２８.８％の減となっております。主な内容といたしまして

は，待合室の洋室化工事など斎場の運営に要する経費をはじめ，一部事務組合への負担金などでございます。 

○渡邊ごみ減量課長 続きまして，１４２，１４３ページを御覧願います。 

 ３項清掃費，１目清掃総務費につきましては，前年度比２５％の減となっております。主な内容といたし

ましては，清掃事務に要する職員給与費をはじめ，ごみ減量推進に要する経費やごみ収集袋作成に要する経

費でございます。 

○清水清掃事務所長 続きまして，１４４，１４５ページを御覧願います。 

 ２目塵芥処理費につきましては，前年度に比べ約２５.５％の減でございます。内容につきましては，塵

芥処理事務に要する職員給与費，清掃工場の運営経費，ごみ収集経費の委託費用などでございます。 

 次の１４６，１４７ページ，上段では，健康増進等施設整備事業費でございます。 

○黒澤衛生事業課長 続きまして，同じページでございます。 
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 ３目し尿処理費につきましては，前年度比１.８％の減となっております。主な内容といたしましては，

見川クリーンセンターの運営に要する経費，新たなし尿処理施設の整備に向けた検討，合併処理浄化槽の普

及促進に要する経費，一部事務組合への負担金等でございます。 

○亀井廃棄物対策課長 続きまして，１４８ページ，１４９ページの上段を御覧ください。 

 ４目産業廃棄物等対策費につきましては，前年度と比較して６５.０％の減でございます。主な内容とい

たしましては，産業廃棄物処理業の許可等に要する事務費，産業廃棄物情報管理システムの賃借料，不法投

棄防止対策に要する事務費でございます。 

 以上でございます。 

○柏市民協働部参事兼スポーツ課長 ２１４，２１５ページを御覧願います。 

 下段の６項保健体育費，１目保健体育総務費につきましては，前年度比１８.６％の減となっております。

主な内容といたしましては，職員給与費のほか各種スポーツ行事に要する経費，２１６，２１７ページでは，

スポーツ推進委員やスポーツ協会などの振興に要する経費，水戸黄門漫遊マラソンの開催や学校施設の開放

に要する経費でございます。 

○青山市民協働部技監兼体育施設整備課長 続きまして，同じく２１６，２１７ページを御覧ください。 

 ２目体育施設費につきましては，前年度比約１５％の増となっております。主な内容といたしましては，

体育施設の管理及び体育事業の指定管理者への委託料，体育施設の備品等の購入費及び各体育施設の整備に

関わる工事請負費でございます。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 それでは，２２０ページまでお進みください。 

 １２款公債費でございます。１項公債費，１目元金は１６億８,６５５万６,０００円の増としております。

その増加の主な要因は，令和２年度に発行する市税への徴収猶予特例債貸付金の償還に伴う一括償還など特

例的な償還を計上したため，増額になっております。 

 ２目利子は１０.５％の減であり，３目公債諸費は２,０００円の増でございます。 

 次の１３款予備費は，前年度と同額の１億円としております。 

 以上が，総務環境委員会所管の歳出予算になります。 

○天野総務部参事兼人事課長 続きまして，２２２，２２３ページをお願いいたします。 

 給与費明細書について，御説明申し上げます。 

 １の特別職につきましては，市長及び副市長，議員，その他の特別職を含め，合計９２人分の給与費の内

訳を記載してございます。前年度と比較いたしまして７４３万１,０００円，１.５％の減となるものでござ

います。 

 次に，２の一般職のうち会計年度任用職員以外の職員につきましては，職員数１,８４４人分の給与費等

の内訳を記載してございます。前年度と比較いたしまして１億４,４２８万８,０００円，１％の減となって

ございます。 

 続きまして，２２４，２２５ページをお願いいたします。(2)は，給料及び職員手当等の増減額の明細を

記載したものであり，(3)は，給料及び職員手当等の状況について，行政職，技能労務職などの職種別の平

均給料，給与の月額等を，また次の表は，初任給の額を職種別に記載したものでございます。 
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 ２２６，２２７ページのウの級別職員数につきましては，職種別に職務の級の職員数を表した表でござい

ます。 

 ２２８，２２９ページのエの昇給の表は，昇給に係る号級数別の職員数を表したものでございます。 

 次のオの期末手当・勤勉手当につきましては，支給率等を国の制度と比較した表でございます。 

 ２３０，２３１ページにつきましては，退職手当，地域手当，特殊勤務手当，その他の手当の状況につい

て表したものでございます。 

 ２３２，２３３ページにつきましては，３といたしまして，一般職のうち会計年度任用職員の給与費等の

内訳を記載したものでございます。前年度と比較いたしまして４１７万５,０００円の０.１５％の減となっ

てございます。 

 以上でございます。 

○安里市民税課長 続きまして，令和２年度一般会計予算の歳入について，御説明いたします。 

 議案書②，令和３年度予算に関する説明書の１ページをお開き願います。 

 １款市税につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，個人収入及び法人収益の減収な

どにより，市民税について，中小事業者の負担軽減措置等により固定資産税及び都市計画税が減収になると

見込んでおり，令和２年度予算と比べ４.２％，１７億５,０９０万６,０００円の減としております。 

 ４ページ，５ページをお開き願います。 

 １款１項１目個人市民税につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大の影響による個人収入の減収な

どを見込み，前年度と比べ２.３％，３億８,９４８万６,０００円の減としております。 

 なお，今年度の予算書においては，２節滞納繰越分の説明において，通常の滞納繰越分のほか新型コロナ

ウイルス感染症の影響により減収となった方に対して，令和２年度の市民税を徴収猶予をした額をあわせて

記載しております。以降の法人市民税，固定資産税及び都市計画税についても同様となっております。 

 次に，２目法人市民税につきましては，令和元年１０月以降の事業開始から法人税割の税率引下げが通年

化することによる影響及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収益の減収などを見込み，前年度と

比べ１８.９％，８億８８４万２,０００円の大幅な減としております。 

 ６ページ，７ページをお開き願います。 

 ２項１目固定資産税につきましては，評価替えの影響及び新型コロナウイルス感染症の影響により，事業

収入が減少した中小事業者等の負担軽減措置などを見込み，前年度と比べ３.６％，５億９,６１１万

４,０００円の減としております。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金については，評価替えの影響により，前年度と比べ３.８％，７４６万

９，０００円の減としております。 

 ３項軽自動車税，１目環境性能割につきましては，令和元年１０月から市税として創設したものであり，

軽自動車等の取得時に車体の環境性能に応じて課税されるものです。令和２年度については，消費税増税に

よる負担軽減のための税率の軽減措置が９月に終了する見込みで予算を計上していたものが，新型コロナウ

イルス感染症拡大による負担軽減のため，措置期間が延長になったこと及び令和２年度決算見込みを踏まえ，

令和３年度は前年度と比べ３４.６％，１,０４３万９,０００円の減としております。 
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 ２目種別割は，旧軽自動車税を廃目とし，名称を改めたものです。前年度と比べ７.３％，４,６７０万

２,０００円の増としております。 

 ８，９ページをお開き願います。 

 ４項１目市たばこ税につきましては，令和３年１０月に税率の引上げなどが予定されていることから，前

年度と比べ４.５％，８,１５０万３,０００円の増としております。 

 ５項１目入湯税につきましては，令和２年度の決算見込みから４１.２％，２５２万円の減としておりま

す。 

 ６項１目都市計画税につきましては，固定資産税と同様に評価替えの影響及び新型コロナウイルス感染症

の影響により，事業収入が減少した中小事業者等の負担軽減措置などを見込み，前年度と比べ３.１％，

５,１９７万３,０００円の減としております。 

 １０，１１ページをお開き願います。 

 次の２款以降の地方譲与税及び交付金につきましては，国及び県の予算措置の状況などからそれぞれ見込

んだところでございます。 

 ２款１項１目地方揮発油譲与税につきましては，前年度と比べ９％，１,７００万円の減としております。 

 ２項１目自動車重量譲与税につきましては，前年度と比べ３.４％，１,９００万円の減としております。 

 ３項１目森林環境譲与税につきましては，令和元年度から新たに創設したものであり，森林整備等に必要

となる財源を確保するため国から交付されるもので，令和３年度は令和２年度と同額としております。 

 ３款１項１目利子割交付金につきましては，前年度と比べ２５％，９５０万円の減としております。 

 １２，１３ページをお開き願います。 

 ４款１項１目配当割交付金につきましては，前年度と比べ４.８％，８００万円の減としております。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金につきましては，前年度と比べ８３.５％，７,６００万円の増とし

ております。 

 ６款１項１目法人事業税交付金につきましては，法人市民税，法人税割の税率引下げに伴う減収分の補塡

措置として，県税である法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付するもので，法人税割税率引下げ通

年化の影響を補塡するために，交付率が引上げとなることから，前年度と比べ２５.４％，１億２,１００万

円の増としております。 

 ７款１項１目地方消費税交付金につきましては，前年度と比べ０.５％，３,４００万円の減としておりま

す。 

 １４，１５ページをお開き願います。 

 ８款１項１目ゴルフ場利用税交付金につきましては，前年度と同額としております。 

 ９款１項１目環境性能割交付金につきましては，県税として徴収する自動車税環境性能割の一部が市町村

に交付されるもので，令和２年度については，消費税増税のための税率の軽減措置が９月に終了する見込み

で予算を計上していたものが，新型コロナウイルス感染症の拡大による負担軽減措置として税率の軽減措置

期間が延長となったことと，令和２年度決算見込み及び地方財政計画を踏まえ，令和３年度は前年度と比べ

５２.２％，４,４９０万円の減としております。 
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○梅澤財務部参事兼財政課長 続きまして，１０款国有提供施設等所在市町村助成交付金は，前年度と同額

４０万円としております。 

 １１款１項地方特例交付金は１,４００万円，４.８％の増としております。 

 ページを返していただきまして，１６ページ，２段目の２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

塡特別交付金は，令和３年度に新設した項でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪

化している中小事業者に対し，固定資産税及び都市計画税を軽減することから，この軽減額と同額の４億

７,１００万円の補塡を見込んでおります。 

 １２款地方交付税は２０億７,９００万円，２０.１％の減としております。普通交付税は，令和２年度の

決定見込額を基に算定したものであり，特別交付税は，新ごみ処理施設整備事業の完了に伴う減額を考慮し

て見込んでおります。 

 １３款交通安全対策特別交付金は，前年度と同額でございます。 

 ページを返していただきまして，１８ページでございます。 

 １４款分担金及び負担金，１項負担金につきましては，２目民生費負担金が大きな割合を占めており，社

会福祉施設や児童福祉施設の利用に対するものでございます。 

 ページを返していただきまして，２０ページ上段でございます。 

 項の合計で１,８２６万９,０００円，０.７％の増としております。 

 続きまして，１５款使用料及び手数料，１項使用料につきましては，３目衛生使用料が２,３２９万

７,０００円,２１.２％の増としております。この要因としまして，墓地公園永代使用料について浜見台霊

園の増設に係るものを計上したためでございます。 

 ページを返していただきまして，２２ページでございます。 

 ５目商工使用料は駐車場使用料，６目土木使用料は住宅使用料，こちらを利用状況に応じて減少させてお

りますので，目でも減少しております。 

 ページを返していただきまして，２４ページでございます。 

 このため，使用料は項の合計で２,３１９万８,０００円，１.９％の減としております。 

 続きまして，手数料になります。主なものは，ページを返していただきまして，２６ページでございます。

２目の衛生手数料でございまして，合計で１０億３５０万７,０００円としております。この主なものは，

ページを返していただきまして，２８ページ，２９ページ，清掃手数料でございます。ごみ処理手数料や浄

化槽汚泥処分手数料，し尿処理手数料などが主なものでございます。 

 ３２ページまでお進みください。 

 ３２ページが手数料の合計で，増減額は１,４４１万２,０００円，１.２％の減としております。 

 ページを返していただきまして，３４ページでございます。 

 １６款国庫支出金，１項国庫負担金でございます。主なものは，１目民生費国庫負担金の１７４億円でご

ざいまして，障害者自立支援給付，児童手当，子ども・子育て支援施設型給付，生活保護などに対する国負

担でございます。 

 ページを返していただきまして，３６ページの上段は，国庫負担金の合計でございます。７億
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２,８５９万１,０００円，４.１％と，事業費の増に伴い増額をしております。 

 次は，２項国庫補助金でございます。１目総務費国庫補助金は１０億７,４７１万６,０００円と約６億

８,０００万円，１７３.９％の増としております。新市民会館整備事業の補助を大幅に増額して計上してお

ります。 

 ページを返していただきまして，３８ページでございます。 

 ３目衛生費国庫補助金は，新ごみ処理施設整備事業が終了したために減少しておりまして，約３億

９,０００万円の減額としております。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 ５目土木費国庫補助金においても，千波湖導水施設整備や市営住宅の建て替え事業費用が減少したために

約８億円の減額としております。 

 ページを返していただきまして，４２ページでございます。 

 ７目教育費国庫補助金につきましても，見川小学校校舎改築，三の丸地区歴史的建造物整備の事業完了に

伴い，約６億２００万円の減としております。 

 したがいまして，国庫補助金の合計では１２億６,１７１万９,０００円，２１.２％の減となっておりま

す。 

 ページを返していただきまして，４４ページの３項委託金でございます。項の合計で３７１万

３,０００円，５.１％の減でございます。 

 次は，１７款県支出金，１項県負担金でございます。やはり主なものは，１目の民生費負担金でございま

して，５３億４３６万１,０００円でございます。国庫負担金と同様に，障害者自立支援給付などに対する

県の負担でございます。 

 ページを返していただきまして，４６ページでございます。 

 項の合計では１,０８７万９,０００円，０.２％の減としております。 

 続きまして，２項県補助金です。県補助金のうち２目民生費補助金につきましては，高齢者福祉施設整備

事業費補助金や，５０ページまでお進みください。４目農林水産業費補助金で約１億９,０００万円を減じ

ておりまして，強い農業の施設整備補助など，対象事業の減により県の補助を減額しております。ページを

返していただきまして，このため，項の合計でも３億９,３０７万８,０００円，１４.４％の減としており

ます。 

 次は，３項委託金でございます。 

 １目総務費委託金のうち，３節の選挙費委託金が大きく増額をしております。衆議院議員総選挙，また県

知事選挙の実施に伴い委託を増とした結果，５４ページになりますが，項の合計でも７,０６７万

８,０００円，１１.８％の増としております。 

 続きまして，１８款財産収入，１項財産運用収入でございます。内訳は，財産の貸付けや各基金の利子収

入などでございます。ページを返していただきまして，項の合計で増減額６７８万３,０００円，１７.３％

の減でございます。 

 次の２項財産売払収入も１,５８１万２,０００円，６.６％の減としております。 
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 ページを返していただきまして，５８ページでございます。 

 １９款寄附金につきましては，水戸黄門ふるさと寄附金を３億円見込んでおります。 

 次の２０款繰入金，１項基金繰入金につきましては，１目財政調整基金繰入金を前年度比２億円の減の

１５億円としております。このため，５つの基金からの繰入れを１７億７,０６６万円としております。 

 ページを返していただきまして，６０ページでございます。 

 ２０款繰入金のうち２項特別会計繰入金は，駐車場事業会計からの繰入れを新たに見込んでおります。

１,２００万円でございます。 

 ２１款繰越金は，前年度と同額の２億円としております。 

 続きまして，２２款の諸収入でございます。諸収入につきましては，主なものを説明させていただきます。 

 ページを返していただきまして，６２ページでございます。 

 諸収入のうち３項貸付金元利収入としまして，５目再開発事業資金貸付金元利収入で８億円の償還を見込

んでおります。 

 ６８ページまでお願いいたします。 

 ６８ページは市債でございます。２３款１項市債は，普通建設事業の名称に伴い減額するものとして，

１目総務債が約６億８,５００万円，５目土木債が約１１億７,４００万円，ページを返していただきまして，

７目教育債も２億３,９００万円の減となっております。 

 一方で，８目臨時財政対策債を６６億２,８００万円，２６億８,７００万円の増としたため，市債の合計

では４億１,７１０万円，２.４％の増となりました。 

 歳入の説明は以上でございます。 

○熊田行政経営課長 それでは，議案書①の２１４ページをお願いいたします。 

 第３表の債務負担行為のうち１行目の包括外部監査に係る債務負担につきましては，令和４年度の包括外

部監査の実施に当たり，令和３年度からの準備行為をする必要があることから，令和３年度から令和４年度

までの期間で限度額１,２００万円を設定するものでございます。 

○篠原新市民会館整備課長 続きまして，新市民会館の初度調弁に係る債務負担につきましては，新市民会

館の運営に必要な備品を整備する費用として，限度は８億円，期間は令和３年度から令和５年度までとし，

設定するものでございます。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 債務負担行為のうち総務環境委員会以外の所管分について，御説明いたしま

す。 

 ３行目の医師修学資金貸与に係る債務負担につきましては，医学を履修する学生に対する貸付けに関する

ものであり，１人当たり入学金と６年間の学費の合計で２,２６０万円でございます。これを２人分の

４,５２０万円を新たに設定するものであります。 

 ４行目の医療機関開設促進に係る債務負担につきましては，小児科及び産婦人科の開設補助として，合計

９,０００万円を設定しております。 

 ５行目から７行目の中心市街地店舗，事務所等開設促進，サテライトオフィス等開設促進，企業立地促進，

３つの債務負担につきましては，民間施設の整備に対するものでございますが，施設の規模や事業着手時期
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により，補助対象年度の対象事業が令和３年度中に完了しない場合も想定されるため，令和４年度以降の補

助金について，それぞれ記載の額の債務負担を設定するものであります。 

 ８行目の田野川河川改修関連道路整備に係る債務負担は，県が改修を進めている田野川に関連する市道整

備の市負担でございます。 

 ９行目の市道内原７－００５２号線整備に係る債務負担につきましては，道路改良に伴うＪＲの踏切部分，

その拡幅に対する負担でございます。 

 最後の１０行目，都市計画道路３・３・２号線整備に係る債務負担は，ＪＲの線路をまたぐ跨線橋の整備

に対する債務負担でございます。 

 続きまして，２１５ページの第４表地方債について，御説明いたします。 

 地方債につきましては，交通政策事業から臨時財政対策までの１９件について，限度額，起債の方法，利

率，償還の方法を記載のとおり定めるものでございます。 

 なお，債務負担行為及び地方債につきましては，関連する調書を議案書②，予算に関する説明書の

２４０ページ以降に記載しておりますので，後ほどお目通しをお願いいたします。 

 市議会議案第３２号 令和３年度水戸市一般会計予算の説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第３８号 令和３年度水戸市公共用地先行取得事業会計予算について，執行部か

ら説明を願います。 

 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 議案書①，２３５ページをお開き願います。 

 市議会議案第３８号 令和３年度水戸市公共用地先行取得事業会計予算につきまして，御説明いたします。 

 歳入歳出予算につきまして，第１条で，総額は歳入歳出それぞれ４億４,０９０万円と定めるものでござ

います。 

 内容につきましては，議案書②の予算に関する説明書で御説明いたします。 

 ３７０，３７１ページをお開き願います。 

 歳入でございますが，１款繰入金，１項１目一般会計繰入金につきましては，市債の償還のため，一般会

計から１億９,８８９万８,０００円を繰り入れるものでございます。 

 また，４款１項市債，１目公共用地先行取得事業債につきましては，市立競技場用地の取得財源といたし

まして２億４,２００万円の借入れを行うものでございます。 

 ページを返していただきまして，３７２，３７３ページをお開き願います。 

 歳出でございますが，１款１項１目公共用地先行取得事業費につきましては，市立競技場用地を取得する

ための公有財産購入費及び補償費といたしまして２億４,２００万円を計上するものでございます。 

 次の２款１項公債費につきましては，１目元金といたしまして１億９,６７４万円を，２目利子の

２０４万９,０００円につきましては，発行した市債の償還金利子でございます。 

 なお，次の３７４，３７５ページにつきましては，地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末におけます現在高の見込みに関する調書でございますので，お目通し願います。 

 説明は以上でございます。 
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○小泉委員長 次に，議案第４６号 包括外部監査契約の締結について，執行部から説明願います。 

 熊田行政経営課長。 

○熊田行政経営課長 それでは，追加議案書⑥の３ページをお願いいたします。 

 市議会議案第４６号 包括外部監査契約の締結につきまして，総務部行政経営課提出の資料により説明を

させていただきます。 

 １の契約の目的でございますが，包括外部監査及び当該監査の結果に関する報告でございます。 

 ２の契約金額でございますが，１,２００万円を上限とする額でございます。 

 ３の契約の相手方でございますが，茨城県ひたちなか市西大島２丁目１１番６号，前嶋仁一で，資格は公

認会計士でございます。昨年度に日本公認会計士協会東京会茨城県会からの御推薦をいただいた方で，令和

２年度の本市の包括外部監査人をお願いしてございます。経歴は資料でお示ししたとおりでございます。 

 ４の契約の期間でございますが，令和３年４月１日から令和４年３月３１日まででございます。 

 ２ページ以降に参照条文を添付してございますので，後ほど御参照願います。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）（ただし，第１表中

歳出中第３款，第４款中文教福祉委員会所管分，第６款，第７款，第８款，第９款及び第１０款並びに第

２表継続費補正中第６款，第８款，第９款及び第１０款を除く）について，執行部から説明を願います。 

 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 それでは，追加議案書⑥の５ページをお開きください。 

 市議会議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）について，御説明いたします。 

 第１条で，歳入歳出の予算の総額にそれぞれ３４億８,８０３万２,０００円を追加し，総額を

１,６２８億５,５３９万円とするものであります。 

 また，第２条では継続費，第３条で地方債，第４条では繰越明許費をそれぞれ追加及び変更の補正を行う

ものでございます。 

 次の６ページから７ページにかけての第１表歳入歳出予算の表に各款項の補正額等を記載しております。 

 それでは，内訳を議案書⑦，令和２年度補正予算に関する説明書により御説明いたします。 

 １６ページの歳出から御説明いたします。 

 ２款総務費，１項総務管理費につきましては，まず，２目の財政管理費は，電源立地振興基金に県補助を

４,０００万円積み立てるものでございます。 

 ２０目市民会館費は，来年の国庫補助金及び市債を増額するものでございます。 

 ページを返していただきまして，１８ページでございます。 

 ２段目の４款衛生費，２項墓園斎場費，２目斎場費は，新斎場の設計の継続費の変更に伴い，令和２年度

の事業費を５０万円減額するものでございます。 

 次の３項清掃費，２目塵芥処理費は，健康増進等施設整備の財源を整備するものでございます。 

 ２６ページまでお進みください。 

 ２６ページの最下段の１２款１項公債費でございます。利率の見直し方式で借入れをしている市債の償還
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額の変更に伴い，元金及び利子を補正するものでございます。 

 以上が，総務環境委員会所管の歳出予算になります。 

 続きまして，歳入の説明をいたしますので，２ページにお戻りください。 

 議案書⑦の２ページ，歳入でございます。 

 １款市税につきましては，１項市民税，２項固定資産税，６項都市計画税を新型コロナウイルス感染症に

伴う市税の徴収猶予を令和２年度に行いました。この見込みとして３億８,０００円の減額を行うものでご

ざいます。 

 最下段の１２款地方交付税につきましては，臨時財政対策債などの増額に伴い，普通交付税を１４億

１,９２０万円減額を行うものであります。 

 ページを返していただきまして，４ページでございます。 

 １６款国庫支出金，１項国庫負担金につきましては，１目民生費負担金において障害者自立支援給付費及

び障害児施設給付費の歳出の事業増額を行っております。そのため財源を増額するものであり，３目教育費

国庫負担金は，笠原小学校の校舎の増築，また子ども・子育て支援施設型給付の財源として補正をするもの

でございます。この合計では，１億９,９３０万３,０００円の増額でございます。 

 下段の２項国庫補助金につきましては，１目総務費国庫補助金において新市民会館整備事業や，ページを

返していただきまして，６ページの７目教育費国庫補助金において，小中学校の施設整備を増額しておりま

す。合計で７億６,０６８万３,０００円の増となっております。 

 その下の１７款県支出金，１項県負担金につきましては，やはり１目民生費負担金を増額しておりまして，

ページを返していただきまして，４目教育費負担金も同様でございます。項の合計で９,５０５万

６,０００円を増額するものであります。 

 中段の２項県補助金につきましては，４目農林水産業費補助金は，農業施設整備に対する補正を行ってお

ります。この財源として５億３,０００万円，また８目教育費補助金でも，子ども・子育て支援施設型給付

の財源として合計５億３,４３８万８,０００円を増額するものです。 

 下段の１９款寄附金につきましては，３目教育費寄附金において，企業版ふるさと寄附金を小中学校の図

書及び楽器の購入費の財源として１,０００万円を計上するものでございます。 

 ページを返していただきまして，１０ページでございます。 

 ２１款繰越金につきましては，今回の補正に要する一般財源として３億１,５８０万２,０００円を措置す

るものであります。 

 次の２３款市債につきましては，１目総務債から，次ページでございます。７目の教育債につきましては，

国庫補助事業の追加に伴い増額するものや，対象事業費の決定に伴い整備するものでございます。 

 ８目臨時財政対策債は，決定見込額にあわせて増額を行っております。 

 次ページをお願いいたします。 

 ３つの市債を新設しております。９目減収補てん債は，法人税割の交付税算定額と決定額の差を補塡する

ものでございます。１０目調整債は，法人市民税の税率引下げによる税収を補塡するもの，１１目徴収猶予

特例債は，市税の徴収猶予に係る減収分３億８,０００万円の増額を計上しております。これらにより市債
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の合計は３３億７,２００万円の増としております。 

 歳入の説明は，以上でございます。 

 それでは，追加議案書⑥の８ページにお戻りください。 

 まず，第２表継続費補正のうち総務環境委員会所管分について，御説明いたします。 

 下段の２，変更の１行目でございます。新斎場基本・実施設計事業につきましては，令和２年度から令和

３年度へ事業費を５０万円のせ替え，事業年度を１年延長し，３か年とするものであります。 

 ２行目の健康増進等施設整備事業につきましては，工事契約に伴い，総額及び令和３年度の年割額をそれ

ぞれ３,０００万円減額するものであります。 

 １１ページを御覧ください。 

 １１ページの第３表地方債補正は，１，追加として，減収補塡，法人市民税の減税に伴う調整，徴収猶予

特例について起債の補正に伴い，限度額を定めるものでございます。 

 下段の２，変更は，都市計画事業から臨時財政対策の５つの事業について市債を増額しましたので，限度

額を補正するものでございます。 

 ページを返していただきまして，１２ページの第４表繰越明許費補正につきましては，まず，追加として，

交通政策経費など４７の事業について繰越明許費を設定するものでございます。 

 次ページをお願いいたします。 

 １４ページは，繰越明許費の変更でございまして，子育て支援・多世代交流センター運営経費など６つの

事業について繰越明許費の変更を行うものでございます。これら，継続費補正から繰越明許費までにつきま

しては，関連する調書を議案書⑦，令和２年度補正予算に関する説明書の２８ページ以降に記載しておりま

す。後ほどお目通しをお願いいたします。 

 市議会議案第４７号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第１１号）の説明は以上でございます。 

○小泉委員長 次に，議案第５２号 令和２年度水戸市公共用地先行取得事業会計補正予算（第１号）につ

いて，執行部から説明を願います。 

 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 追加議案書⑥，２３ページをお開き願います。 

 市議会議案第５２号 令和２年度水戸市公共用地先行取得事業会計補正予算（第１号）につきまして，御

説明いたします。 

 第１条におきまして，歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億４,２００万円を減額しまして，総額をそれ

ぞれ１億７,０５０万円と定めるものでございます。 

 内容につきまして，議案書⑦，補正予算に関する説明書の６６ページにより説明いたします。 

 歳入でございますが，４款１項市債につきまして，事業費が確定したことに伴いまして，取得財源であり

ます公共用地先行取得事業債を２億４,２００万円減額するものでございます。 

 次に，歳出でございますが，１款１項公共用地先行取得事業費につきましては，市立競技場用地の取得費

を令和３年度にのせ替えることとしたため，購入費及び補償補塡費を２億４,２００万円減額するものでご

ざいます。 
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 ６８，６９ページにつきましては，地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

おける現在高の見込みに関する調書でございますので，お目通し願います。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 以上で，提出議案についての説明は全て終了いたしました。 

 本日の委員会は，この程度をもって散会したいと思います。 

 なお，明日の委員会は午前１０時に開会いたしますので，御承知おき願います。 

 それでは，以上をもちまして，本日の総務環境委員会を散会します。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時２１分 散会 

 


